
 

事 業 計 画 
 

Ⅰ 組 織 支 援 事 業 

 

１．組合等指導事業（北海道補助事業） 

（1）中央会指導員研究会開催事業等 

組合等の運営や諸問題に迅速に対応するため、支部事務所の設置、事業用ＯＡ機器の設置、

事業用資料の購入等支援基盤の整備を行うほか、職員の資質向上を図るため、指導員研究会

（全国中央会研究会、東北・北海道ブロック研究会等）に参加する。   

 

（2）組織化集中指導事業 

中小企業・小規模事業者の当面する諸課題を集約し、それぞれのテーマごとに対象組合を

選定して、研究会、研修会を開催するなど、集中的に支援指導する。 

 

（3）組合管理者等講習会 

組合役員及び事務局責任者等を対象として、組合組織の円滑な運営に資することを目的に、

講習会を開催する。 

 

（4）組合青年部活動促進事業（青年部研修会） 

次代を担う中小企業・小規模事業者の青年経営者及び後継者の育成や組合運営に関する知

識の習得等を図るため、北海道中小企業青年中央会と連携し、個々の組合青年部を対象とし

た研修会を開催する。  

 

２．地域産業実態調査事業（北海道補助事業） 

（1）組合特定問題実態調査 

中小企業・小規模事業者の労働事情を的確に把握し、適正な労働対策のための国及び道等

に対する要望や事業者に対する周知等に資することを目的に、中小企業労働事情実態調査を

実施する。 

 

（2）組合特定問題研究会 

組合特定問題実態調査の結果を踏まえ、中小企業組合等が直面している諸問題についてテ

ーマを選定し、連携組織問題に関する研修会を開催する。 

 

３．組合等への情報提供事業（北海道補助事業） 
（1）情報提供事業 

組合等に対し、国及び道等の各種施策の紹介や関係法令の改正内容、組合運営の先進事例

等の情報を提供するため、会報「ニュースレポート中央会」を毎月発行する。 

 

（2）中小企業団体情報連絡員設置事業 

中小企業・小規模事業者の業種ごとの景況や国等への施策の要望等を把握するため、情報

連絡員を委嘱し、毎月の報告を取りまとめた結果を会報「ニュースレポート中央会」等で提

供するとともに、中小企業施策等の要望活動に反映させる。 

 

 

 



 

４．組織化対策事業（北海道補助事業） 
（1）組織強化事業 

中小企業・小規模事業者の事業の円滑化や拡大、経済的地位の向上を図る上で連携組織が

果たす役割は極めて大きいことから、多様な形態の相談業務を通じ、組織化や事業運営の支

援を推進する。 

 

（2）人材育成事業 

職員の資質向上を図るため、本会の独自研修を始め全国中央会、東北・北海道ブロック中

央会、中小企業基盤整備機構等の研修会に参加させる。 

 

５．小規模事業者組織化指導等事業（全国中央会補助事業） 
小企業者の組織化の推進及び小企業者で組織する組合の健全な振興発展を図るため、組織化

や組合運営の実地支援の実施と特別講習会を開催する。 

また、小規模事業者の連携による取引力強化促進を図るため、組合員の２分の１以上が小規

模事業者である組合等が実施する、組合や組合員の事業の PR を行うホームページやチラシの作

成やネット販売システムの構築、新商品の開発、市場調査などの取組に対して助成する。 

   

６．外国人技能実習制度適正化事業（全国中央会補助事業） 
外国人技能実習制度の適正な実施に資するため、実習生の受入事業を行う事業協同組合とそ

の組合員事業者を対象に、関係法令の遵守を始めとする健全な事業運営のための講習会の開催

や個別指導等を行う。 

 

７．中小企業景況調査事業（全国中央会受託事業） 
中小企業・小規模事業者の景況動向を把握するため、景況調査員を委嘱の上、四半期ごとに

調査を実施し、結果を関係先に情報提供する。 

 

８．ものづくり補助金事業（全国中央会受託事業） 
国の令和元年度補正予算、令和４年度第２次補正予算等で措置された、中小企業・小規模事

業者が今後相次いで直面する制度変更（働き方改革や被雇用者保険の適用拡大、賃上げ、イン

ボイス制度の導入など）に対応していくために進める、革新的サービスの開発や試作品の開発、

生産プロセスの改善のための設備投資を支援するものづくり補助金について、北海道地域事務

局として補助金の交付等の業務を行う。 

 

９．消費税インボイス制度対応支援事業（全国中央会受託事業） 

   複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式である適格請求書等保存方式（インボイス

制度）が本年１０月 1日より開始されることから、基礎的な情報の理解促進、事業者の疑問点

の払拭、必要な登録申請の促進等を図るため、組合及び組合員企業への講習会の開催やパンフ

レットによる周知等の制度普及、窓口相談、専門家派遣等を通じて支援を行う。 

 

10．経営環境変化対応支援事業（全国中央会受託事業及び独自事業）(拡充) 

予期せぬ感染症の流行や多発する自然災害、加えて働き方改革や消費税のインボイス制度の

導入、法改正等の制度変更など、中小企業・小規模事業者の経営に大きな影響を与える環境変

化への対応力を高めるため、組合や組合員事業者を対象に講習会の開催や専門家の派遣等を通

じて支援する。 

 

 

 

 

 



 

（1）コロナ影響克服支援事業 

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小企業・小規模事業者が、資金調

達や経営改善の課題等の克服について早急に対応できるよう、専門家及び職員による個別支

援等を行う。 

 

（2）働き方改革等相談支援事業 

時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金の導入、職場におけるハラスメントに関する法

規制の強化など雇用・労働に関して事業主の義務が増す中、中小企業・小規模事業者が円滑・

適正に対応できるよう、社会保険労務士等の専門家による個別支援等を行う。 

 
（3）事業継続力強化計画等策定支援事業 

コロナ禍において「事業継続力強化計画」の必要性が高まっていることから、計画の策定

及び国からの認定の取得を支援するとともに、多発する自然災害や未知の感染症の流行など、

経営に打撃を与える様々なリスクに備えるために、専門家による「BCP（事業継続計画）」の

策定・導入のための個別支援等を行う。 

 

（4）ＳＤＧｓ推進事業 

「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」が世界共通の目標となり、企業の役割が重視され、企

業主体の目標達成が期待されていることから、中小企業・小規模事業者がＳＤＧｓを理解し、

円滑に取り組むことができるよう、講習会の開催や専門家派遣による個別支援等を行う。 

 

(5) カーボンニュートラル推進事業 

      温室効果ガス排出量の削減等を目的とする「カーボンニュートラル宣言」や道の「ゼロカ

ーボン北海道」の推進に向けて、カーボンニュートラルを理解し、事業活動の一環として対応

できるよう、講習会の開催や専門家派遣による個別支援等を行う。 

 

(6) 物価高騰対策事業（拡充） 

    エネルギー価格や原材料等の物価高騰の影響を受けている中小企業･小規模事業者が、資

金調達や経営改善等の課題に早急に対応できるよう、講習会の開催や専門家派遣による個別

支援等を行う。 

 

（7）その他の経営環境変化対応支援事業 

上記（1）～(6)のほか、諸制度改正による経営環境の変化や事業再構築、事業承継、生産

性向上、健康経営等に対する課題に対応するため、専門家による個別支援等を行う。 

 

11．経営革新等支援機関としての支援（中小企業庁協力事業）  

中小企業・小規模事業者の経営課題・経営支援ニーズは、複雑化、高度化、専門化し、きめ

細かな対応を行う必要があることから、「中小企業 119（支援ポータルサイト「ミラサポ」から

移行）」を活用し専門家の派遣を行うとともに、他の支援機関との連携を強化して新たなビジ

ネスの創造や経営革新等の支援を行う。 

  



 

Ⅱ 連 携 強 化 事 業 
 
１．地域振興事業 

本支部に相談室を設置して、組合の組織管理、事業運営等の相談に対応するとともに、会員

組合を定期的に巡回し、各組合や業界の実態把握に努め、機動的かつ的確な実地での相談等の

支援を行う。 

 

２．制度融資のあっせん 

組合や組合員事業者の経営の安定や事業の活性化などに向けた資金調達を支援するため、北

海道の中小企業総合振興資金の融資あっせんや、商工中金が「新設組合支援」、「ものづくり支

援」、「女性・子育て支援」などの支援テーマを設けて実施する中央会推薦融資制度の活用を促

進する。 

 

３．広報事業 

会報「ニュースレポート中央会」による情報提供を補完するため、ホームページ及びメール

マガジンによる広報活動の充実強化を図る。 

 

４．情報化整備事業 

本支部間ネットワークシステムを見直し業務の効率化を図るとともに、ホームページ及びメ

ールマガジンの充実を図り、デジタル化に対応した取組を推進する。 

 

５．組合士交流促進事業 

組合に対する的確な運営支援に資するため、中小企業組合士の一層の資質の向上を目的に、

北海道中小企業組合士会と連携し研修会、交流会を実施するとともに、全国中小企業組合士協

会連合会、東北・北海道ブロック中小企業組合士協議会との連携を強化する。 

 

６．組合女性交流促進事業 

経済社会において、女性の果たす役割がますます重要視され期待も大きくなっていることか

ら、組合運営の活性化や事務局の体制強化に向けて、組合と組合員事業者の女性役職員を対象

に研修会を開催する。また、全国レディース中央会主催の全国フォーラムへ参加する。  

 

７．組合青年部交流促進事業 

次代を担う若手経営者や後継者の育成、組合運営に関する知識の習得等を図るため、北海道

中小企業青年中央会と連携し、全道の組合青年部を対象とした研修会や講習会等を実施すると

ともに、全国中小企業青年中央会、東北・北海道ブロック青年中央会連絡協議会との連携を強

化する。 

 

８．組合後継者交流促進事業 

   組合の持続的発展に資するため、所属する若手経営者や後継者の交流、結束力の強化、業界

の活性化を図るため、本部・支部管内の会員組合及び組合員企業の後継者等による研修会・交

流会を開催し地域活動の活性化を促進する。 

 

９．組合活性化助成事業(拡充) 

中小企業組合を取り巻く環境が複雑に変化する中で、業界・組織等の振興発展に資すること

を目的に、会員組合が組合員事業者を対象に実施する研修会、講習会等に対し費用の一部を助

成する。 

また、本会が主催するイベント等において、組合や業界等をＰＲする際の費用の一部を助成

する。 

 

 



 

10．人材養成事業 

中小企業組合士制度の普及と新たな組合士の養成を図るため、中小企業組合検定試験の講習

会（組合運営実務講習会）を開催するとともに、全国中央会からの委託を受け検定試験を札幌

市において運営する。 

また、職員が中小企業組合士、中小企業診断士、社会保険労務士等の資格の取得及び保持す

るための支援を行うとともに、全国中央会及び中小企業基盤整備機構（中小企業大学校東京校、

旭川校）等の研修を受講させ資質の向上を図る。 

さらに、若手職員に対してはモチベーションの強化、中堅・管理職員に対しては意識改革を

図るための研修会を開催する。 

 

11．官公需受注対策推進事業 

中小企業・小規模事業者が抱える官公需受注に関する問題点の整理と、その解決の方策の検

討及び官公需適格組合等の受注機会の確保のための懇談会を開催するとともに、中小企業庁が

所管する官公需確保対策地方推進協議会に積極的に参画する。 

 

12．特定地域づくり推進事業 

令和２年施行の「人口急減地域特定地域づくり推進法」に基づいて制度化された特定地域づ

くり事業協同組合について、対象となる人口急減地域の事業者のニーズに沿って、協同組合を

活用した就業人口の増加により地域振興を図るため、北海道や市町村、商工団体と連携して組

織化を支援するとともに、制度概要の周知や認定申請及び労働者派遣事業の届出等について専

門家及び職員等の個別支援を行う。 

 

13．中小企業連携組織デジタル化支援事業 

   国等がデジタル化を集中的かつ強力に推進する中、中小企業組合には対応できる人材が少な

いなど、急速なデジタル化に取り残される懸念も強いことから、デジタル化への啓発や組合に

おける運営及び共同事業等のデジタル化の推進を通して、事務・事業の効率化や活性化を図る

ための支援を実施する。  

 

14．課題解決型組合集中支援事業(拡充) 

中小企業・小規模事業者が、経済的・社会的環境の変化に的確に対応し成長発展を遂げるた

め、単独では対応困難な課題の解決や新たな活路の開拓に向けた問題を改善するための方策の

立案や、解決策実現に向けた事業を実施する会員組合等に対し助成する。 

 

15．北海道中小企業くみあい祭り（拡充） 

本会及び会員組合は、関係者や業界内での認知度は一定程度あるものの、会員以外の事業者

や一般消費者への認知は未だ低い水準にあることから、「くみあい祭り」の開催を通じて多様な

活動に取り組む組合情報を広く発信し、本会及び中小企業組合の認知度の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. 組合等人材能力開発支援事業 

   組合の職員及び組合員の従業員を対象に、必要な知識や技術・技能等の習得・向上のために、

公的機関等（独立行政法人高齢・障害者・求職者支援機構北海道支部など）が実施するセミナ

ーへの受講を助成し、スキルアップや仕事の効率化等に資する人材能力開発を支援する。 

   また、組合・業界が求める人材育成ニーズに基づくカリキュラムの作成を通じ、組合職員及

び組合員企業の従業員等の能力開発を支援する。 

 

17．中小企業等経営力強化支援事業 

    中小企業・小規模事業者の生産性の向上などの取り組みに対し、税制や金融支援等の措置を

受けることができる中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画等について、計画の策定と

国等からの認定に向けた支援を行う。 

 

18．中小企業等会計セミナー事業 

中小企業・小規模事業者の会計について、その意義、留意点等を広く啓発・普及し、企業の経

営分析力、資金調達力、受注拡大力等の強化を図るため、事業者の多様な実態に配慮した会計

処理及び会計・税務等に関する課題解決のためのセミナーを開催する。 

  

19．特別賃金及び廃業等に関する実態調査 

中小企業・小規模事業者の特別賃金（夏季・冬季賞与）の支給実態を調査するとともに、中小

企業・小規模事業者の廃業等が増加している状況を踏まえ、会員組合等を対象に組合員事業者

の自主廃業、倒産(民事再生等を含む。) の実態調査を実施する。 

 

20．中小企業団体全道大会 

全道の中小企業組合関係者が一堂に会し、中小企業・小規模事業者及び地域経済社会の振興

発展に資することを目的に、中小企業団体全道大会を開催し、原油・原材料価格高騰対策等を

始め、事業者や地域が直面する諸課題について共通認識の形成を図るとともに、その解決に向

け決議する。 

 

21．連絡協議及び建議陳情 

本道経済の活性化や中小企業・小規模事業者の振興発展に資するため、中小企業団体全道大

会の議決事項など当面する諸課題について、全国中央会や道内経済団体等と連携を取りながら

本部及び支部において国、道及び自治体など関係先に対して要望活動を行うとともに、中小企

業団体全国大会など全国運動に参画する。 

また、支部長懇談会を開催し、会員組合等の実情について、情報・意見の交換を行い、道議会

や行政関係者との中小企業問題懇談会などにおいて状況を訴えていく。 

 

22．共済事業普及促進事業 

中小企業倒産防止共済及び小規模企業共済への加入を促進するとともに、委託業務の円滑化

を図るため復託組合との連携強化に努める。 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 共済事業特別会計 

 

中央会共済制度普及事業 

会員組合及び組合員企業の福利厚生の充実を図るため、法人企業の経営者や企業の従業員を対象

とした団体扱生命保険（オーナーズプラン・パートナーズプラン）、労働災害による死亡、入院・通院や使

用者賠償責任等を補償する業務災害補償制度、幅広い事業活動リスクに対応したビジネス総合保険、

自動車保険集団扱制度の普及を促進する。 

 

 

Ⅳ 全国中央会事業  

 

１．電子認証システムの普及促進 

     情報ネットワークを通じた電子商取引の普及に伴う取引相手確認等の問題に対応するため、全国中

央会が実施する電子文書の作成者を特定するための電子認証サービスの普及促進を図る。 

 

２．計算書類（貸借対照表）の公開に対する支援 

     全国中央会が実施する中小・小規模法人を対象としたホームページによる計算書類（貸借対照表）

公開支援事業の普及促進を図る。 

 

３．中小企業組合等課題対応支援事業 

     全国中央会が実施する中小企業組合等課題対応支援事業（中小企業組合等活路開拓事業・組合

等情報ネットワークシステム等開発事業）の周知を図るとともに、取り組もうとする組合に対して積極的な

サポート（伴走型支援）を行う。 

 


